
困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 中間まとめ＜概要＞
第１ 婦人保護事業の現状と課題
○ 婦人保護事業は、昭和31年制定の売春防止法に基づき、売春を行うおそれのある女子を保護する事業として発足したが、その後支援ニーズは多様化。
○ 事業開始当初は想定されなかった、性暴力・性被害に遭った10代の女性への支援や、近年では、ＡＶ出演強要、ＪＫビジネス問題への対応が必要。

第２ 婦人保護事業の運用面における見直し
○ 婦人保護事業の運用面について、他法他施策優先の取扱いの見直しや、一時保護委託の対象拡大と積極的活用など、10項目の運用面の改善を行うこ
ととされている。

第３ 婦人保護事業の見直しに関する新たな制度の基本的な考え方
（１）困難な問題を抱える女性を支援する制度の必要性
○ 性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する女性を対象とした包括的な支援制度が必要。

（２）新たな枠組みの必要性
○ 女性が抱える困難な問題は、売春防止法を根拠とした従来の枠組みでの対応は限界。法制度上も売春防止法ではなく、新たな枠組みの構築が必要。
○ 売春防止法の第４章の廃止のほか、その他の規定の見直しも検討すべきだが、時間を要するのであれば、新たな枠組みの構築を急ぐべき。

（３）新たな制度の下で提供される支援のあり方
○ 若年女性への対応など、専門的な支援の包括的な提供。
○ 行政・民間団体を通した多機関における連携・協働を通じた、早期かつ、切れ目ない支援。
○ 婦人相談所（一時保護所）、婦人相談員及び婦人保護施設の名称を見直し。利用者の実情に応じた必要な支援を柔軟に担える仕組みや体制。
○ 施設入所だけでなく、通所やアウトリーチなど、伴走型支援。未成年の若年女性に対する広域的な情報共有や連携。同伴する児童についての支援対象と
しての位置付けの明確化。

（４）国及び地方公共団体の役割の考え方
○ 国及び地方公共団体の役割や位置付けの明確化。
○ 基本的な方針のもと、都道府県と市町村の各々の役割や強みを活かし、地域の実情に応じた支援体制の計画的な構築。

（５）地方公共団体と民間団体の連携・協働のあり方
○ 地方公共団体等と民間団体の連携・協働。

（６）教育啓発、調査研究、人材育成等
○ 教育、啓発、調査研究、人材の養成、確保及び資質向上の推進。

（７）関連する他制度との連携等のあり方
○ 関連する他制度に基づく支援との連携・調整等を推進する仕組みづくり、法的なトラブルを抱えている場合の専門的な相談窓口への連携等。

第４ 今後の対応について
○ 新たな制度の構築に向けて、第３の基本的な考え方に沿って、検討を更に加速し、ＤＶ防止法等の既存の法体系との関係にも留意しつつ、具体的な制
度設計等が進められ、できるだけ早く実現することを強く期待。

※「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」は、厚生労働省子ども家庭局長が、有識者等の参集を求め、平成30年７月に設置。中間まとめは、本検討会により、令和元年10
月11日に取りまとめられたもの。


